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  規　　　　　則  

　山形県庁内管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第３号

　　　山形県庁内管理規則の一部を改正する規則

　山形県庁内管理規則（昭和31年１月県規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「午後５時30分」を「午後５時45分」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成18年２月１日から施行する。
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  告　　　　　示  

山形県告示第46号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第47号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成17.11. 1酒田市本町三丁目11番40号酒 田 市 休 日 診 療 所

同同　　千石町二丁目３番20号酒 田 市 立 酒 田 病 院

同同　　飛島字勝浦甲66番地酒 田 市 飛 島 診 療 所

同同　　地見興屋字前割７番地２酒田市国民健康保険地見興屋診療所

同同　　西田８番地１酒 田 市 国 民 健 康 保 険 松 山 診 療 所

同同　　飛鳥字契約場35番地酒 田 市 平 田 診 療 所

平成18. 1. 4山形市桜田東二丁目10番40号横 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院

同鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰42番地５羽 黒 調 剤 薬 局

同南陽市宮内3500番地さ と う ク リ ニ ッ ク

同鶴岡市馬場町１番34号
社団法人鶴岡地区医師会　荘内地区健康

管理センター

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成17.10.31南陽市宮内3500番地さ と う ク リ ニ ッ ク

同山形市桜田東二丁目10番40号横 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院

同　　11.30酒田市本町一丁目４番３号藤 波 内 科 医 院

同鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰42番地５羽 黒 調 剤 薬 局

同　　12.10南陽市宮内3453番地医療法人　三 須 胃 腸 科 内 科 医 院
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山形県告示第48号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条（第55条において準用する同法第50条）の２の規定により、指定医療

機関から次のとおり休止する旨の届出があった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第49号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条（第55条において準用する同法第50条）の２の規定により、指定医療

機関から次のとおり再開する旨の届出があった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第50号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条の規定により、指定施術機関を次のとお

り指定した。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第51号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

同　　12.31鶴岡市家中新町14番36号佐 久 間 小 児 科 皮 膚 科 医 院

休止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成17.11.30山形市鉄砲町二丁目９番52号ウ チ ウ ミ 薬 局

再開年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成17.12.17山形市蔵王温泉字川前903番地６蔵 王 温 泉 ク リ ニ ッ ク

指定年月日　 指 定 施 術 機 関 の 所 在 地　開 設 者 名　指定施術機関の名称　

平成18. 1. 6鶴岡市羽黒町荒川字宮東148番地長 南　 一 穂長 南 接 骨 院

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成17.11. 1酒田市字西田６番地居 宅 介 護 支 援
居宅介護支援事業所酒田市デ

イサービスセンター松山

同　　　　同通 所 介 護
酒田市デイサービスセンター

松山

同同　　小泉字前田37番地
居 宅 介 護 支 援

訪 問 看 護
訪問看護ステーションやわた
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山形県告示第52号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護

機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第53号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護

機関から次のとおり休止した旨の届出があった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第54号

　結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第４項の規定により、次の指定医療機関は、その指定を辞退した。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

同 　　11.16同　　東泉町三丁目２番11号通 所 介 護
指定通所デイサービスセン

ターキャット

同　 　11.29
東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平

3796番地20号

訪問リハビリテー

ション
川 西 湖 山 病 院

同 　　12.21山形市長町一丁目９番59－17号通 所 介 護
いずみケアセンター通所介護

事業所

平成18. 1.13
東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平

3796番地20号
居宅療養管理指導川 西 湖 山 病 院

同　 　 1.16山形市上町五丁目７番８号通 所 介 護日 向 の 家

廃止年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成17. 8.31東根市温泉町二丁目２番20号居 宅 介 護 支 援クオリティケアサポート渋谷

同　　  9.30　　　　　　同訪 問 介 護
クオリティケアサポートセン

ター

休止年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成16.11. 1米沢市大字三沢26106番地14居 宅 介 護 支 援
居宅介護支援センターぴゅあ

ふる

平成17. 4. 1東置賜郡高畠町大字高畠521番地３訪 問 介 護ほなみケアセンター高畠

同  　　 6. 1山形市美畑町13番14号居 宅 介 護 支 援
指定居宅介護支援事業所あじ

さい

同　  　12. 1尾花沢市大字芦沢1216番地１訪 問 介 護
訪問介護事業所ケアサービス

東北

辞 退 の 効 力

発 生 年 月 日
　　所 在 地　　　　指 定 医 療 機 関 の 名 称　　

平成17. 5.31新庄市万場町１番８号細 矢 医 院
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山形県告示第55号

　結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第１項の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

同　　  6.30酒田市大宮町一丁目４番14号あ き ほ 薬 局

同　　  8.31同　　亀ヶ崎四丁目１の37小 島 薬 局

同　　  9.20新庄市大字泉田字泉田10番１号穀 野 外 科 内 科 医 院

同　　  9.30鶴岡市泉町４番20号鶴 岡 市 立 荘 内 病 院

同同　　大字湯田川字中田35番10号
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション

病院

同東田川郡朝日村大字大網字興屋69番地の１朝 日 村 国 民 健 康 保 険 大 網 診 療 所

同同　　　　　　大字上田沢字下中島25番地朝 日村 国民 健康保 険上 田沢 診療 所

同西田川郡温海町大字山五十川乙225番地の２温 海 町 国 民 健 康 保 険 診 療 所

同　　 10. 1米沢市東三丁目１番45号５医療法人　遠 藤 内 科 胃 腸 科 医 院

同鶴岡市泉町８番地の75千 年 堂 薬 局

同　　 10.31同　　神明町10番27号中 村 産 婦 人 科 内 科 医 院

同酒田市千石町二丁目３番20号市 立 酒 田 病 院

同同　　飛島字勝浦甲66番地酒 田 市 飛 島 診 療 所

同飽海郡八幡町小泉字前田37番地町 立 八 幡 病 院

同同　　松山町字西田８番地の１松 山 町 国 民 健 康 保 険 松 山 診 療 所

同長井市成田1621番地医療法人　吉 川 医 院

同　　 11.30東田川郡羽黒町大字荒川字谷地堰42番地の５羽 黒 調 剤 薬 局

同酒田市本町一丁目４番３号藤 波 内 科 医 院

指定年月日　　所 在 地　　　　指 定 医 療 機 関 の 名 称　　

平成17. 6. 8山形市元木三丁目３番７号や ま も と 眼 科 ク リ ニ ッ ク

同鶴岡市ほなみ町７番１号ほ な み 調 剤 薬 局
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同　　  7. 1酒田市大宮町一丁目４番14号あ き ほ 薬 局

同　　  8. 1
天童市鍬ノ町土地区画整理事業18番街区１号、

２号
天 童 温 泉 矢 吹 ク リ ニ ッ ク

同　　  9. 1酒田市亀ヶ崎四丁目１の37小 島 薬 局

同東田川郡庄内町余目字猿田91番地の１庄 内 す こ や か 薬 局

同　　  9.21新庄市大字福田字福田山774番地の35さ く ら 調 剤 薬 局

同　　  9.27東置賜郡高畠町大字相森57番地の11コ ス モ 調 剤 薬 局 高 畠 店

同　　 10. 1米沢市東三丁目１番45号５医療法人　大 道 寺 遠 藤 医 院

同鶴岡市泉町４番20号鶴 岡 市 立 荘 内 病 院

同同　　湯田川字中田35番地の10
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション

病院

同　　 10.11東置賜郡高畠町大字相森57番地の13石 井 フ ァ ミ リ ー ク リ ニ ッ ク

同　　 11. 1酒田市千石町二丁目３番20号酒 田 市 立 酒 田 病 院

同同　　小泉字前田37番地酒 田 市 立 八 幡 病 院

同同　　字西田８番地の１酒 田 市 国 民 健 康 保 険 松 山 診 療 所

同西村山郡西川町大字海味542番地の１すみ れ調 剤薬 局西川 町立 病院 前店

同　　 11.22鶴岡市山五十川乙225番地の２鶴 岡 市 国 民 健 康 保 険 山 戸 診 療 所

同　　 11.24酒田市飛島字勝浦甲66番地酒 田 市 飛 島 診 療 所

同　　 11.30鶴岡市大網字興屋69番地の１鶴 岡 市 国 民 健 康 保 険 大 網 診 療 所

同同　　上田沢字下中島25番地鶴岡 市国 民健 康保険 上田 沢診 療所

同　　 12. 2同　　宝田一丁目９番80号宝 田 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク

同　　 12. 6同　　羽黒町荒川字谷地堰42番地の５羽 黒 調 剤 薬 局

同　　 12.19長井市成田1621番地医療法人杏山会　吉 川 医 院

同　　 12.22米沢市中央三丁目４番２号コ ス モ 調 剤 薬 局 米 沢 中 央 店

同同　　成島町一丁目５番８号Ａ Ｂ Ｃ 薬 局 成 島 店
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山形県告示第56号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき山辺町から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　山形広域都市計画下水道

　(2) 名　称　山辺町公共下水道

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第57号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき長井市から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　長井都市計画下水道

　(2) 名　称　長井市公共下水道

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第58号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成18年１月27日から同年２月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成18年１月27日から同年２月９日まで縦覧に供す

る。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　458号

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

87
17.5～

 9.8
旧

新庄市北町314番から

同　　石川町263番２まで

同　上
23.5～

 9.8新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

54
10.0～

 9.6
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

メートルメートル
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２　供用開始の区間　　新庄市北町314番から

　　　　　　　　　　　同　　石川町263番２まで

３　供用開始の期日　　平成18年１月2８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第60号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成18年１月27日から同年２月９日まで縦覧

に供する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　長井大江線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第61号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成18年１月27日から同年２月９日まで縦覧

に供する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　長井大江線

２　供用開始の区間　　西置賜郡白鷹町大字高岡字塩田2872番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　2904番２まで

３　供用開始の期日　　平成18年１月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第62号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「

　別表第５中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

116
 8.0～

12.5
旧

西置賜郡白鷹町大字高岡字塩田2872番２から

同　　　　　　　　　　　　　2904番２まで

同　上
 8.0～

16.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

　　〃　　〃
酒田市中町二丁目６

番17号
　〃　　酒田支店

　　〃　　〃
〃　　千石町一丁目

12番32号

　　　　酒田千石町支
　〃　　
　　　　店

　　〃　　〃
酒田市中町二丁目６

番17号
　〃　　酒田支店

　　〃　　〃
新庄市沖の町５番５

号
　〃　　新庄支店
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、平成18年１月30日から施行する。

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成18年１月18日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　かんがるうネット

　(2)　代表者の氏名

　　　瀨川　泰美

　(3)　主たる事務所の所在地

　　　天童市交り江二丁目６番17号

　(4)　定款に記載された目的

　この法人は、おもに家庭で子育てしている親に対して、価値観の多様化や、家庭をとりまく地域社会の環境

の変化の中、子育ての孤立感や負担感を軽減するとともに、地域社会や家庭の教育力を高め、地域での子育て

の支援の充実と、子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び庄内総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに鶴岡市役

所において平成18年５月27日まで縦覧に供する。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘 

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　スーパードラッグアサヒ鶴岡店

　　〃　　〃
〃　　千門町２番19

号
　〃　　新庄西支店

　　〃　　〃
新庄市沖の町５番５

号
　〃　　新庄支店

　　〃　　〃
米沢市西大通一丁目

４番17号

　　　　米沢支店
　〃
　　　　米沢西出張所

　　〃　　〃
米沢市西大通一丁目

４番17号

　　　　米沢支店
　〃
　　　　米沢西出張所

　　〃　　〃
酒田市千石町一丁目

12番32号

　　　　酒田支店　

　〃　　酒田千石町出

　　　　張所

　　〃　　〃
新庄市千門町２番19

号

　　　　新庄支店
　〃
　　　　新庄西出張所
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　　鶴岡市美咲町34番26号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社庄子デンキ　宮城県仙台市太白区長町二丁目１番39号

　　代表取締役　本多　利範

３　変更した事項

　(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）　

　　（変更後）　

　(2) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

　(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

４　変更年月日

　(1) ３の(2)に掲げる事項

　　　平成17年６月23日

　(2) (1)以外の事項

　　　平成17年12月23日

５　届出年月日

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

菅 原 啓 之宮城県仙台市太白区長町二丁目１番39号株式会社庄子デンキ

所　　　　　在　　　　　地　　 名　 　 　 　 　 称　 　

鶴岡市美咲町34番26号電激倉庫　新鶴岡店

所　　　　　在　　　　　地　　 名　 　 　 　 　 称　 　

鶴岡市美咲町34番26号スーパードラッグアサヒ鶴岡店

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

本 多 利 範宮城県仙台市太白区長町二丁目１番39号株式会社庄子デンキ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　 称　　

菅 原 啓 之宮城県仙台市太白区長町二丁目１番39号株式会社庄子デンキ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

松 山　 稔青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井46番地34株式会社横浜ファーマシー
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　　平成18年１月16日

６　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年５月27日までに知事に提出することができ

る。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のとお

り行う。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
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（注)　「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　(1) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　(2) 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　(3) 扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障

害者である場合には、400,000円）

　(5) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の

所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、１の表の「摘要」の欄に「単身可」と記載のある県営住宅については、身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると

認められる者以外の者は、(1)を除く。

　(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　(ﾛ) 入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国

土交通省令で定める程度であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　　(ﾆ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯、多子世帯又

は入居申込みに係る過去１年間（平成16年８月以降の公募）のうち３回以上の公募に申込み、いずれにおいても

選考されなかった者で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　(1) 申込期間　　平成18年２月３日から同月９日まで（月曜日は休館日となります。）（受付時間AM10:00～PM4:30）

（ただし、郵送の場合は、平成18年２月９日までの消印のあるものに限り有効とする。）

　(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター

５　入居の時期　　平成18年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のとお

り行う。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
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（注)　「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　(1) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　(2) 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　(3) 扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障

害者である場合には、400,000円）

　(5) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の

所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　(ﾛ) 入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国

土交通省令で定める程度であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　　(ﾆ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯、多子世帯又

は入居申込みに係る過去１年間（平成16年８月以降の公募）のうち３回以上の公募に申込み、いずれにおいても

選考されなかった者で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　(1) 申込期間　　平成18年２月６日から同月10日まで（ただし、郵送の場合は、平成18年２月10日までの消印の

あるものに限り有効とする。）

　(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター　庄内事務所

５　入居の時期　　平成18年４月上旬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

　　平成18年１月27日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　建築設計支援システム　一式
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２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県出納局経理課調達担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2723

３　落札者を決定した日　平成18年１月11日

４　落札者の名称及び所在地

　　株式会社ハイテックシステム　山形市飯田三丁目１番10号

５　落札金額　28,875,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成17年10月28日

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成18年１月27日印刷

平成18年１月27日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

印刷所
印刷者  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  


